
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

○

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）

改

正

案

現

行

(

障
害
加
重
の
場
合
の
補
償)

(

障
害
加
重
の
場
合
の
補
償)

第
二
十
七
条

障
害
の
あ
る
者
が
、
公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤
に
よ

第
二
十
七
条

障
害
の
あ
る
者
が
、
公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤
に
よ

る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
つ
て
同
一
部
位
に
つ
い
て
障
害
の
程
度
を
加
重
し
た

る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
つ
て
同
一
部
位
に
つ
い
て
障
害
の
程
度
を
加
重
し
た

場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
よ
り
、
加
重
後
の
障
害
の
程
度

場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
よ
り
、
加
重
後
の
障
害
の
程
度

に
応
ず
る
法
第
二
十
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
額(

加
重
後
の
障

に
応
ず
る
法
第
二
十
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
額(

加
重
後
の
障

害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十
条
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で

害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十
一
条
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
加
重
後
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
加
重
後
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第

条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金

二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
一
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し

額)

か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
差
し
引
い
た
金
額
の
障
害
補
償
を
行
う
。

た
金
額)

か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
差
し
引
い
た
金
額
の
障
害
補
償
を
行

う
。

一

加
重
後
の
障
害
の
程
度
が
第
七
級
以
上
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場
合

加

一

加
重
後
の
障
害
の
程
度
が
第
七
級
以
上
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場
合

加

重
前
の
障
害
の
程
度
が
第
七
級
以
上
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と

重
前
の
障
害
の
程
度
が
第
七
級
以
上
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
そ
の
障
害
等
級
に
応
じ
平
均
給
与
額
に
法
第
二
十
九
条
第
三
項
各
号
に
定

き
は
そ
の
障
害
等
級
に
応
じ
平
均
給
与
額
に
法
第
二
十
九
条
第
三
項
各
号
に
定

め
る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額(

加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第

め
る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額(

加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第

十
条
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額

十
一
条
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金

に
加
重
前
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十

額
に
加
重
前
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第

条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額)

、
加
重
前
の
障
害

十
一
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額)

、
加
重
前
の

の
程
度
が
第
八
級
以
下
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
障

障
害
の
程
度
が
第
八
級
以
下
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ

害
等
級
に
応
じ
平
均
給
与
額
に
法
第
二
十
九
条
第
四
項
各
号
に
定
め
る
日
数
を

の
障
害
等
級
に
応
じ
平
均
給
与
額
に
法
第
二
十
九
条
第
四
項
各
号
に
定
め
る
日

乗
じ
て
得
た
金
額(

加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十
条
に
規
定

数
を
乗
じ
て
得
た
金
額(

加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十
一
条

す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
加
重
前
の

に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
加

障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
条
に
規
定
す

重
前
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
一
条

る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額)

を
二
十
五
で
除
し
て
得
た
金
額

に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額)

を
二
十
五
で
除
し
て

得
た
金
額

二

加
重
後
の
障
害
の
程
度
が
第
八
級
以
下
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場
合

加

二

加
重
後
の
障
害
の
程
度
が
第
八
級
以
下
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場
合

加



重
前
の
障
害
等
級
に
応
じ
平
均
給
与
額
に
法
第
二
十
九
条
第
四
項
各
号
に
定
め

重
前
の
障
害
等
級
に
応
じ
平
均
給
与
額
に
法
第
二
十
九
条
第
四
項
各
号
に
定
め

る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額(

加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十

る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額(

加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十

条
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に

一
条
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額

加
重
前
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
条

に
加
重
前
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十

に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額)

一
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額)

２

船
員
法(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号)

第
一
条
に
規
定
す
る
船
員
で
あ
る
職
員

２

船
員
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号)

第
一
条
に
規
定
す
る
船
員
で
あ
る
職
員

(

以
下
「
船
員
」
と
い
う
。)

に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各

(

以
下
「
船
員
」
と
い
う
。)

に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各

号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
よ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
よ
る
障
害
補
償
年
金
の
額
」

号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
よ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
よ
る
障
害
補
償
年
金
の
額
」

と
、
「
当
該
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
額
」
と
、
「
金
額)

か
ら
」
と
あ
る
の

と
、
「
当
該
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
額
」
と
、
「
金
額)

か
ら
」
と
あ
る
の

は
「
金
額)

又
は
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
一
時
金
の
額
か
ら
、
」
と

は
「
金
額)

又
は
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
一
時
金
の
額
か
ら
、
」
と

、
同
項
第
一
号
中
「
金
額)

を
」
と
あ
る
の
は
「
金
額)

と
平
均
給
与
額
に
加
重
前

、
同
項
第
一
号
中
「
金
額)

を
」
と
あ
る
の
は
「
金
額)

と
平
均
給
与
額
に
加
重
前

の
障
害
等
級
に
応
じ
令
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合

の
障
害
等
級
に
応
じ
令
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合

計
額
を
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
金
額)
」
と
あ
る
の
は
「
金
額)

と
平
均
給
与
額

計
額
を
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
金
額)

」
と
あ
る
の
は
「
金
額)

と
平
均
給
与
額

に
加
重
前
の
障
害
等
級
に
応
じ
令
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
金

に
加
重
前
の
障
害
等
級
に
応
じ
令
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
金

額
と
の
合
計
額
」
と
す
る
。

額
と
の
合
計
額
」
と
す
る
。

附

則

附

則

(

障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金)

(

障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金)

第
三
条
の
二

法
附
則
第
五
条
の
二
及
び
令
附
則
第
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
、
障

第
三
条
の
二

法
附
則
第
五
条
の
二
及
び
令
附
則
第
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
、
障

害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
、
そ
の
者

害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
、
そ
の
者

に
支
給
さ
れ
た
当
該
障
害
補
償
年
金
の
う
ち
、
当
該
死
亡
し
た
日
の
属
す
る
年
度

に
支
給
さ
れ
た
当
該
障
害
補
償
年
金
の
う
ち
、
当
該
死
亡
し
た
日
の
属
す
る
年
度

(

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
死
亡
年
度
」
と
い
う
。)

の
前
年
度
以
前
の

(

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
死
亡
年
度
」
と
い
う
。)

の
前
年
度
以
前
の

期
間
に
係
る
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
障
害
補
償
年
金
の
額
の
計
算
は
、
各
年
度
の

期
間
に
係
る
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
障
害
補
償
年
金
の
額
の
計
算
は
、
各
年
度
の

分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
障
害
補
償
年
金
の
額
に
死
亡
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日

分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
障
害
補
償
年
金
の
額
に
死
亡
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日

に
お
け
る
国
の
職
員
の
給
与
水
準
を
当
該
各
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け

に
お
け
る
国
の
職
員
の
給
与
水
準
を
当
該
各
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け

る
国
の
職
員
の
給
与
水
準
で
除
し
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る

る
国
の
職
員
の
給
与
水
準
で
除
し
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る

率
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

率
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
附
則
第
五
条
の
二
及
び
令
附
則
第
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
、
障
害
補
償
年

２

法
附
則
第
五
条
の
二
及
び
令
附
則
第
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
、
障
害
補
償
年

金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
、
そ
の
者
に
支
給
さ

金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
、
そ
の
者
に
支
給
さ



れ
た
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
で
あ
つ
て
、
当
該

れ
た
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
で
あ
つ
て
、
当
該

障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
死
亡

障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
死
亡

年
度
の
前
年
度
以
前
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
の
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一

年
度
の
前
年
度
以
前
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
の
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一

時
金
の
額
の
計
算
は
、
そ
の
現
に
支
給
さ
れ
た
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額

時
金
の
額
の
計
算
は
、
そ
の
現
に
支
給
さ
れ
た
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額

に
死
亡
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
国
の
職
員
の
給
与
水
準
を
当
該
障

に
死
亡
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
国
の
職
員
の
給
与
水
準
を
当
該
障

害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た

害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た

日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
国
の
職
員
の
給
与
水
準
で
除

日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
国
の
職
員
の
給
与
水
準
で
除

し
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す

し
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す

る
。

る
。

(

障
害
加
重
の
場
合
の
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金)

(

障
害
加
重
の
場
合
の
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金)

第
四
条

障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
法
第
二
十
九
条
第

第
四
条

障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
法
第
二
十
九
条
第

八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に

八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に

基
づ
い
て
そ
の
者
に
支
給
さ
れ
た
当
該
障
害
補
償
年
金
の
額(

当
該
障
害
補
償
年

基
づ
い
て
そ
の
者
に
支
給
さ
れ
た
当
該
障
害
補
償
年
金
の
額(

当
該
障
害
補
償
年

金
の
う
ち
、
死
亡
年
度
の
前
年
度
以
前
の
期
間
に
係
る
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
障

金
の
う
ち
、
死
亡
年
度
の
前
年
度
以
前
の
期
間
に
係
る
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
障

害
補
償
年
金
に
あ
つ
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額)

及

害
補
償
年
金
に
あ
つ
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額)

及

び
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額(

当
該
障
害
補

び
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額(

当
該
障
害
補

償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
死
亡
年
度
の

償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
死
亡
年
度
の

前
年
度
以
前
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
の

前
年
度
以
前
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
の

例
に
よ
り
計
算
し
た
額)

の
合
計
額
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

例
に
よ
り
計
算
し
た
額)

の
合
計
額
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
基
金
は
、
そ
の
者
の
遺
族
に

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
基
金
は
、
そ
の
者
の
遺
族
に

対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
き
、
補
償
と
し
て
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
の
障
害

対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
き
、
補
償
と
し
て
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
の
障
害

補
償
年
金
差
額
一
時
金
を
支
給
す
る
。

補
償
年
金
差
額
一
時
金
を
支
給
す
る
。

一

加
重
前
の
障
害
の
程
度
が
第
七
級
以
上
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場
合

加

一

加
重
前
の
障
害
の
程
度
が
第
七
級
以
上
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場
合

加

重
後
の
障
害
等
級
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
法
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
の
表
の
下
欄

重
後
の
障
害
等
級
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
法
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
の
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
額(

加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十
条
に
規
定
す
る

に
掲
げ
る
額(

加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十
一
条
に
規
定
す

公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
に
加
重
後
の
障
害
の

る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
に
加
重
後
の
障
害

程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
条
に
規
定
す
る
率
を

の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
一
条
に
規
定
す
る

乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額)

か
ら
、
加
重
前
の
障
害
等
級
に
応
じ
そ
れ
ぞ

率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額)

か
ら
、
加
重
前
の
障
害
等
級
に
応
じ
そ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額(

加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額(

加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令



条
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
に
加

第
十
一
条
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

重
前
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
条
に

額
に
加
重
前
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第

規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額)

を
差
し
引
い
た
額

十
一
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額)

を
差
し
引
い
た
額

二

加
重
前
の
障
害
の
程
度
が
第
八
級
以
下
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場
合

加

二

加
重
前
の
障
害
の
程
度
が
第
八
級
以
下
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場
合

加

重
後
の
障
害
等
級
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
法
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
の
表
の
下
欄

重
後
の
障
害
等
級
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
法
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
の
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
額(

加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十
条
に
規
定
す
る

に
掲
げ
る
額(

加
重
後
の
障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十
一
条
に
規
定
す

公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
に
加
重
後
の
障
害
の

る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
に
加
重
後
の
障
害

程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
条
に
規
定
す
る
率
を

の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
一
条
に
規
定
す
る

乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額)

に
、
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
第
二
十
七

率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額)

に
、
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
を
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
加
重
後
の
障
害

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
を
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
加
重
後
の

の
程
度
に
応
ず
る
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
額(

加
重
後
の
障
害

障
害
の
程
度
に
応
ず
る
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
額(

加
重
後
の

が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十
条
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で

障
害
が
法
第
四
十
六
条
又
は
令
第
十
一
条
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
加
重
後
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
令
第

も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
加
重
後
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ

二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し

れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
一
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額

た
金
額)

で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

を
加
算
し
た
金
額)

で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

２

障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
第
二
十
七
条
第
二
項
の

２

障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
第
二
十
七
条
第
二
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
船
員
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に

規
定
の
適
用
を
受
け
る
船
員
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
額)

」
と
あ
る
の
は
「
額)
に
令
附
則
第
一
条
の
三

つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
額)

」
と
あ
る
の
は
「
額)

に
令
附
則
第
一
条
の
四

各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
加
算
し
た
額)

」
と

各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
加
算
し
た
額)

」
と

あ
る
の
は
「
加
算
し
た
額)

に
令
附
則
第
一
条
の
三
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し

あ
る
の
は
「
加
算
し
た
額)

に
令
附
則
第
一
条
の
四
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し

た
額
」
と
、
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規

た
額
」
と
、
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
」
と
す
る
。

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
」
と
す
る
。

第
四
条
の
三

障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一

第
四
条
の
三

障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一

時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
等
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
法
附
則
第
五

時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
等
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
法
附
則
第
五

条
の
二
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額(

当
該
障
害
補
償
年
金
に
つ
い
て
法
第

条
の
二
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額(

当
該
障
害
補
償
年
金
に
つ
い
て
法
第

二
十
九
条
第
八
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
加
重
前
の
障
害
の

二
十
九
条
第
八
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
加
重
前
の
障
害
の

程
度
に
応
じ
附
則
第
四
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
額(

加
重
後
の
障
害
が
法
第
四

程
度
に
応
じ
附
則
第
四
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
額(

加
重
後
の
障
害
が
法
第
四

十
六
条
又
は
令
第
十
条
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、

十
六
条
又
は
令
第
十
一
条
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は

そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
条
の
三
第
三
項
又
は
第
十
一
条
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得



を
加
算
し
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
額)

と
し
、
以

た
額
を
加
算
し
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
額)

と
し

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
限
度
額
」
と
い
う
。)

又

、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
限
度
額
」
と
い
う
。

は
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
限
度
額
の
範
囲
内
で
、
平
均
給
与
額
の
千
二
百

)

又
は
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
限
度
額
の
範
囲
内
で
、
平
均
給
与
額
の
千

日
分
、
千
日
分
、
八
百
日
分
、
六
百
日
分
、
四
百
日
分
若
し
く
は
二
百
日
分
に
相

二
百
日
分
、
千
日
分
、
八
百
日
分
、
六
百
日
分
、
四
百
日
分
若
し
く
は
二
百
日
分

当
す
る
額
の
う
ち
、
当
該
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
選
択
し

に
相
当
す
る
額
の
う
ち
、
当
該
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
選

た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ

択
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行

た
場
合
に
は
、
平
均
給
与
額
の
千
二
百
日
分
、
千
日
分
、
八
百
日
分
、
六
百
日
分

わ
れ
た
場
合
に
は
、
平
均
給
与
額
の
千
二
百
日
分
、
千
日
分
、
八
百
日
分
、
六
百

、
四
百
日
分
又
は
二
百
日
分
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
、
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係

日
分
、
四
百
日
分
又
は
二
百
日
分
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
、
当
該
障
害
補
償
年
金

る
障
害
等
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
限
度
額
か
ら
当

に
係
る
障
害
等
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
限
度
額
か

該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
当
該
障
害
補
償
年
金
の

ら
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
当
該
障
害
補
償
年

額
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
当
該
障
害
補
償
年
金
を
受

金
の
額
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
当
該
障
害
補
償
年
金

け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。

２

船
員
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
掲
げ
る
額
」
と
あ

２

船
員
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
掲
げ
る
額
」
と
あ

る
の
は
「
掲
げ
る
額
に
令
附
則
第
一
条
の
三
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
」

る
の
は
「
掲
げ
る
額
に
令
附
則
第
一
条
の
四
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
」

と
、
「
附
則
第
四
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定

と
、
「
附
則
第
四
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
各
号
」
と
す
る
。

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
各
号
」
と
す
る
。


